
厚紙に印刷するとお手製のPOPスタンドを作ることができます。
社員食堂や事務所の入口に置くなど、従業員の皆さまの健康意識向上にお役立ていただければ幸いです。

のりしろ

健康情報 POPスタンド

▶ 答えは裏面へ！

答え

協会けんぽでは、病気やケガで仕事に就くことができず給与が受けられない場合の休業補償として

「傷病手当金」という制度があります。

次の生活習慣病で傷病手当金を受けている方の平均受給期間はそれぞれ何か月だと思いますか？

傷病名 平均受給期間

糖尿病 ？か月

虚血性心疾患 4.5か月

脳血管疾患 ？か月

「傷病手当金」の詳しい内容については、

協会けんぽホームページをご覧ください。

メールマガジンでも最新の情報をお届けしています。

傷病手当金はこちら メールマガジン登録はこちら

傷病名 平均受給期間

糖尿病 5.5か月

虚血性心疾患 4.5か月

脳血管疾患 7か月

「傷病手当金」でいざという時も安心ですが、これだけの

期間をお休みすることを考えると、健診結果をもとに生活

習慣の改善を行い、病気を防ぐほうが良さそうです。

また、重症化する前に治療を開始することで、医療費の

負担を抑えることもできます。

令和元年度「現金給付受給者状況調査」をもとに作成
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１か月にかかった医療費（被保険者・R1年度）

令和元年度 協会けんぽ福島支部レセプトデータ等をもとに作成
レセプト１件あたり医療費を１か月あたりの医療費と読み替えた


